
 高知県畜産競争力強化整備事業費補助金交付要綱一部改正新旧対照表

 改正後 　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧

 第１条（略） 

 
（補助目的及び補助対象事業） 
第２条　県は、地域の関係者が連携し、地域一体となって畜産の収益性、持続性又

は社会的価値の向上を図るため、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金

交付等要綱（平成 28 年１月 20 日付け 27 生畜第 1572 号農林水産事務次官依命通知。

以下「要綱」という。）及び畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領（平

成 28 年 1 月 20 日付け 27 生畜第 1621 号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」

という。）に基づき、市町村（以下「補助事業者」という。）が、別表第１に掲げる

事業実施主体に対して補助を行い実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内

で補助金を交付する。 

 （第３条～15 条は変更が無いため省略）  
 
（県内発注）  
第 16 条　補助事業者は、補助事業の実施において県が定める「公共調達に

よる地消地産推進戦略」に沿った県内発注に努めるものとする。  
 
（情報の開示） 
第 17 条　補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例（平成２年高知

県条例第１号）に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定に

よる非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。　 
 

（雑則） 
第 18 条　高知県産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱に定める特別承認事

業の採択を受け、補助事業を実施する場合においても、その交付の申請に係る手

続、様式等は、全てこの要綱の規定を適用するものとする。 
２　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に

第１条（略） 

 
（補助目的及び補助対象事業） 
第２条　県は、地域産業の核として必要不可欠な存在である畜産の収益力・生産基盤を

強化するとともに、国際競争力の強化を図るため、畜産・酪農収益力強化総合対策

基金等事業補助金交付等要綱（平成 28 年１月 20 日付け 27 生畜第 1572 号農林水産

事務次官依命通知。以下「要綱」という。）及び畜産・酪農収益力強化総合対策基金

等事業実施要領（平成 28 年 1 月 20 日付け 27 生畜第 1621 号農林水産省生産局長

通知。以下「実施要領」という。）に基づき、市町村（以下「補助事業者」という。）

が、別表第１に掲げる事業実施主体に対して補助を行い実施する事業に要する経費

に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 

（第３条～15 条は変更が無いため省略） 

 
（情報の開示） 
第 16 条　補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例（平成２年高知

県条例第１号）に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１項の規定に

よる非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。　 
 
 
（雑則） 

第 17 条　高知県産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱に定める特別承認事

業の採択を受け、補助事業を実施する場合においても、その交付の申請に係る手

続、様式等は、全てこの要綱の規定を適用するものとする。 
２　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に

定める。 
 
 
 



 定める。 
 
附　則　　 
１　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
２　この要綱は、令和 13 年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づ

き交付された補助金については、第７条第４号及び第５号、第 10 条第３項、第 13 条、

第 14 条並びに第 17 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。 
 
附　則 
　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
附　則 
　この要綱は、令和４年４月 12 日から施行する。 
附　則 
　この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
附　則 
　この要綱は、令和８年５月 22 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
附　則 
１　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
２　この要綱は、令和９年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づ

き交付された補助金については、第７条第４号及び第５号、第 10 条第３項、第 13
条、第 14 条並びに第 16 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する 

 
附　則 
　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
附　則 
　この要綱は、令和４年４月 12 日から施行する。 

附　則 
　この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
 

 



 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
別記第１－１号様式～第 11－１号様式　（略） 

 

 
別記第１－１号様式～第 11－１号様式　（略） 
 


